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答   申 

 

第１ 審査会の結論 

富山県知事（以下「実施機関」という。）が、異議申立ての対象となった公文書について

行った部分開示決定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経過 

１ 開示請求 

平成18年11月26日、異議申立人は、富山県情報公開条例（平成13年富山県条例第38号。以

下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し、株式会社○○○○○○（以下

「○○○○○○」という。）及び株式会社○○○○○○○○○○（以下「○○○○○○○○

○○」という。）に係る一級建築士事務所の登録申請書及び添付資料について、開示の請求

（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 開示決定等 

（１）平成19年１月９日、実施機関は、本件開示請求に対し次に掲げる文書を特定した上、個

人の氏名、印影等特定の個人を識別することができると判断した部分については、条例第

７条第２号に、法人の名称、印影等公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあると判断した部分については、同条第３号に該当する

ことを理由に非開示とし、その他の部分を開示とする部分開示決定（以下「本件処分」と

いう｡）を行い、異議申立人に通知した。 

ア ○○○○○○に係る一級建築士事務所の登録申請書及び添付書類（平成18年11月○日

付けで実施機関へ提出されたもの。以下「本件文書１」という。） 

イ ○○○○○○○○○○に係る一級建築士事務所の登録申請書及び添付書類（平成13年

12月○日付けで実施機関へ提出されたもの。以下「本件文書２」という。） 

（２）平成19年３月８日、異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭和37年 

法律第 160号）第６条の規定により、実施機関に対し異議申立て（以下「本件異議申立て」 

という。）を行った。 

（３）平成19年３月22日、実施機関は、条例第19条の規定により、本件異議申立てについて

富山県情報公開審査会（以下「本審査会」という。）に諮問した。 

 

第３ 異議申立ての趣旨及び理由 

１ 異議申立ての趣旨 

   本件異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、法人の印影を除き本件文書１及び本件文

書２の非開示部分の開示を求めるというものである。 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が、異議申立書及び意見書において主張する本件異議申立ての理由の要旨は、

別紙１のとおりである。 
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第４ 実施機関の説明 

 実施機関が、非開示理由説明書、補足説明書及び本審査会における意見陳述において説明

する非開示理由の要旨は、別紙２のとおりである。 

 

第５ 審査会の判断 

 １ 本件対象公文書について 

本件異議申立てに係る対象公文書は、建築士法（昭和25年法律第 202号）第23条の２の規

定により、○○○○○○及び○○○○○○○○○○から実施機関に提出された一級建築士事

務所の登録申請書及び添付書類である。 

本審査会において、実施機関から本件文書１及び本件文書２の写しの提出を受け、内容を

確認したところ、その具体的な記載項目は概ね次のとおりである。 

 （１）建築士事務所登録申請書 

    建築士事務所の名称、所在地、建築士事務所の種別、登録申請者の名称、所在地、役員

の氏名及び役名、管理建築士の氏名、登録番号等を記載 

 （２）添付書類 

①業務概要書 

設計等の業務を行った建築物に係る注文者、建築物所在地都道府県名、建築物の名称及

び用途、構造及び規模等を記載 

   ②所属建築士名簿 

所属建築士の氏名、資格の種別、登録番号、登録を受けた都道府県名等を記載 

   ③登録申請者及び管理建築士に係る略歴書 

氏名、生年月日、建築士の資格の有無・種別、その登録番号、学歴、職歴等を記載 

   ④登録申請者に係る誓約書 

登録申請者の名称、法人の印影等を記載 

   ⑤管理建築士に係る建築士免許証の写し 

本籍地、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日等を記載 

⑥登録申請者に係る定款の写し 

登録申請者の商号、目的、本店の所在地等を記載  

 

２ 本件処分について 

  実施機関は、本件文書１及び本件文書２の一部の情報が条例第７条第２号又は第３号に該

当するとして本件処分（部分開示決定）を行った。 

これに対し、異議申立人は、本件処分における非開示部分（以下「本件非開示部分」とい

う。）のうち、 

（１）建築士の氏名、登録番号及び登録年月日などの情報については、特定の個人を識別でき

る情報であっても公にする制度が実施されているとして、条例第７条第２号ただし書アに

該当する。 

（２）建築士事務所の取引先情報が記載されている業務実績については、それらが公開される
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ことにより建築士事務所の権利、競争上の地位その他事業活動上の正当な利益が損なわれ

るほどの事業上のノウハウ又は内部管理に関する情報とまでは言えず、同条第３号に該当

しない。 

として、開示されるべきであると主張するので、以下検討する。 

なお、異議申立人は、法人の印影の開示を求めないとしているので、法人の印影について

は検討を行わない。 

 

 ３ 条例第７条第２号（個人情報）該当性について 

 （１）建築士（管理建築士を除く。）の氏名、登録番号及び登録を受けた都道府県名、管理建

築士の一級建築士名簿登録年月日（免許証交付年月日）及び印影並びに登録申請者の印影 

条例第７条第２号ただし書アは、個人情報であっても「法令等の規定により又は慣行と

して公にされ、又は公にすることが予定されている情報」については、非開示情報から除

外する旨を規定している。 

   ア 両当事者の主張 

    異議申立人は、建築基準法（昭和25年法律第 201号）や建築士法の規定を引用し、本

件文書１及び本件文書２に係る添付書類「②所属建築士名簿」のうち建築士（管理建築

士を除く。）の氏名、登録番号及び登録を受けた都道府県、添付書類「③登録申請者及

び管理建築士に係る略歴書」のうち登録申請者及び管理建築士の個人の印影並びに添付

資料「⑤管理建築士に係る建築士免許証の写し」のうち一級建築士名簿登録年月日（免

許証交付年月日）については、公にする制度が実施されているとして、条例第７条第２

号ただし書アに該当すると主張し、東京都が同趣旨の開示請求に対して建築士の氏名等

を開示した事例を挙げている。 

これに対し実施機関は、異議申立人が主張する閲覧等制度は、特定の建築物等に係る

設計士の氏名等について、建築計画概要書により閲覧、又は工事現場において表示され

る制度であるが、特定の建築士事務所に雇用されている建築士の氏名等の開示を求める

根拠にはならないと主張する。特に、耐震偽装問題が大きな社会問題になっていた時期

の「耐震偽装問題が疑われている特定の建築士事務所」に所属する建築士の名簿は、建

築基準法等に基づく閲覧等制度にはないキーワードによって名寄せされた特殊な名簿

であり、そのような名簿を開示すれば、当該事務所に所属する建築士本人が、社会的に

マイナスの評価を受けるおそれがあるとし、東京都の事例と本件とは同列に論じること

はできないと説明する。 

   イ 条例第７条第２号（個人情報）ただし書ア該当性 

確かに、異議申立人が主張するように、情報公開制度は、県民の理解と信頼の下に県

民参加の公正で開かれた県政を推進することを目的とするもので、公開を原則としてい

る。したがって、仮に個人情報であっても、「法令等の規定により又は慣行として公に

され、又は公にすることが予定されている情報」であれば開示すべきである。 

しかしながら、異議申立人が主張する建築基準法等の規定に基づく閲覧等制度は、特 

定の建築物等に係る設計士の氏名等について閲覧等ができる制度であって、建築士の氏 
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名、登録番号等について、特定の建築士事務所に所属するという特定の属性によって名 

寄せされた特別な意味を持つ情報の開示を求める根拠とはならない。本件開示請求の「 

建築士事務所の登録申請書及び添付書類」の開示決定等に当たっては、あくまで建築士 

法及び条例に照らして判断する必要がある。 

また、異議申立人は、建築士法第23条の９の改正がなされ、また、同法第６条に第２

項を加える改正が予定されていることを理由に「法令等の規定により公にされ、又は公

にすることが予定されている情報である」と主張しているが、同法第23条の９の規定は

平成19年６月20日に施行（平成18年６月21日公布）され、同条の規定により一般の閲覧

に供される同法第23条の６の規定により提出されることとなる設計等の業務に関する

報告書（以下「業務報告書」という。）は施行日以後に開始する事業年度に係るものか

ら適用されることとなっており、また、同法第６条に第２項を加える改正規定は平成20

年11月28日に施行（平成18年12月20日公布）されることとなっており、いずれの改正規

定も本件開示決定がなされた平成19年１月９日時点においては施行されていないもの

である。 

よって、本件開示決定の時点においては、建築士（管理建築士を除く。）の氏名、登

録番号及び登録を受けた都道府県名、管理建築士の一級建築士名簿登録年月日（免許証

交付年月日）及び印影並びに登録申請者の印影を「公にし、又は公にすることが予定さ

れている情報」とすべき根拠はなかったものと認められる。 

したがって、これらの情報は、条例第７条第２号ただし書アに該当しないものと認め

られる。 

 （２） 登録申請者及び管理建築士の生年月日、学歴、職歴等並びに発起人の氏名、住所、引

受株式数及び印影 

異議申立書の記載によれば、本件文書１及び本件文書２に係る添付書類「③登録申請

者及び管理建築士に係る略歴書」のうち登録申請者及び管理建築士の生年月日、学歴、

職歴（商業登記法により登記されている事項を除く。）並びに登録申請者（管理建築士

である者を除く。）の建築士資格、添付資料「⑤管理建築士に係る建築士免許証の写し」

のうち本籍地及び生年月日並びに本件文書１に係る添付書類「⑥登録申請者に係る定款

の写し」のうち発起人の氏名、住所、引受株式数及び印影についても異議申立内容に含

まれるものと考えられるため、併せて検討する。 

これらの情報のうち発起人の氏名については、特定の個人を識別できる情報であるこ

とは明白であり、発起人の住所、引受株式数及び印影については、それだけでは個人が

識別される情報ではないが、他の情報と組み合わせることにより、特定の個人を識別す

ることができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより

個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。 

また、登録申請者及び管理建築士の生年月日、学歴、職歴（商業登記法により登記さ

れている事項を除く。）並びに登録申請者（管理建築士である者を除く。）の建築士資

格並びに管理建築士の本籍地及び生年月日については、氏名と併せ全体として個人情報

に該当し、当該者に係る氏名が既に開示されていることから、条例第８条の規定による
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部分開示の余地はないものと認められる。 

 

したがって、（１）及び（２）における本件非開示部分は、条例第７条第２号に該当する

ものと認められる。 

 

４ 条例第７条第３号（法人等情報）該当性について 

条例第７条第３号アは、法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。

以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれのある情報（人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること

が必要であると認められる情報を除く。）が記録されている公文書については、非開示とす

ることを規定している。 

ここでいう「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれのあるもの」とは、①生産技術上又は販売営業上の情報で、公に

することにより法人等又は個人の事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあると認

められるもの、②経営方針、経理、金融、人事、労務管理等の事業活動を行う上での内部管

理に関する情報で、公にすることにより法人等又は個人の事業運営上、不利益を与え、又は

社会的信用を損なうおそれがあると認められるもの、③その他公にすることにより、法人等

又は事業を営む個人の名誉又は社会的評価、活動の自由、信用等が損なわれるおそれがある

と認められるものをいうと解される。 

（１）建築物に係る注文者並びに建築物の名称及び用途 

  ア 両当事者の主張 

異議申立人は、建築基準法や建築士法の規定を引用し、本件文書１及び本件文書２に

係る添付書類「①業務概要書」のうち、建築物に係る注文者並びに建築物の名称及び用

途については、公にする制度が実施されているとして、条例第７条第３号アに該当しな

いと主張し、埼玉県や東京都が同趣旨の開示請求に対して業務概要書のうち建築物に係

る注文者等を開示した事例を挙げている。 

これに対し実施機関は、異議申立人が主張する閲覧制度は、特定の建築物等に係る建

築主等について、建築計画概要書により閲覧できる制度であるが、特定の建築士事務所

が設計した建築物の名称や建築主等の開示を求める根拠にはならないと説明する。特

に、耐震偽装問題が全国的に報道されていた時期に、「耐震偽装問題が疑われている特

定の建築士事務所」が設計した建築物の名称等を開示すれば、当該建築物の注文者等が

風評被害等不測の不利益を被るおそれがあるとし、埼玉県や東京都の事例と本件とは同

列に論じることはできないと説明する。 

イ 条例第７条第３号（法人等情報）該当性 

３の（１）イで述べたとおり、確かに、情報公開制度は公開を原則としており、仮に

法人等情報であっても、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にするこ

とが必要であると認められる情報」であれば開示すべきである。 
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    しかしながら、実施機関の説明のとおり、これらの情報は、耐震偽装問題が疑われて

いる建築士事務所が設計等に関与した建築物という特定の属性によって名寄せされた

特別な意味を持つ情報であり、当時、国土交通省から都道府県に対し「違法行為若しく

はその疑義に関する情報を把握した場合の初動体制と公表のあり方について」と題する

技術的助言が発出され、周囲の安全の確保等公表することの公益性と風評被害など建物

所有者の財産権保護等を比較考量し、「違反行為を把握、確認した場合」に限り建築物

の名称等事実関係を公表する方針が示されていたことからも、このような情報を公開す

れば、当該建築物の注文者等が風評被害を被るおそれが十分予見できたと判断される。

また、本件処分を行った時点において、具体的な違反行為が確認されていないという状

況の中では「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報」にも該当するとは認められない。 

     こうした事情は、注文者が個人である場合や分譲マンションのように所有者が個人で

ある場合にも妥当するものであり、この場合には条例第７条第２号（個人情報）に該当

するものとなるが、開示すべきでないという点において変わるものではない。 

     また、建築基準法等に基づく閲覧制度や、施行前の建築士法の改正条文が、本件開示

請求の「建築士事務所の登録申請書及び添付書類」の開示決定等の根拠にならないこと

は先に述べたとおりである。 

     なお、付言すれば、建築士法第23条の９の改正規定により、新たに一般の閲覧に供さ

れる業務報告書の様式は、建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）第６号の２書

式として定められているが、同書式の第２面（建築士事務所の業務の実績）又は第４面

（所属建築士の業務の実績）では、所属建築士の氏名、建築物所在地都道府県、建築物

の用途、構造及び規模、業務内容及び期間を記載することとなっているが、本件文書１

及び本件文書２の添付書類「①業務概要書」に記載することとなっている「注文者」及

び「建築物の名称」はその記載対象とはなっていないのである。 

 （２）定款の記載事項（本件処分で開示した部分及び発起人の氏名等個人情報を除く。） 

株式会社の定款は、法人の組織・経営活動に関する基本的事項を定めたものであり、本

件文書１及び本件文書２に係る添付書類「⑥登録申請者に係る定款の写し」のうち、商号、

目的、本店の所在地、公告の方法、発行する株式の総数及び株式の譲渡制限に係る記載事

項は、商業登記法（昭和38年法律第 125号）による登記事項となっている。 

しかしながら、これらの記載事項以外の記載事項については、一般に公にされることの

ない情報であり、法人が事業活動を行う上での内部管理上の事項に属する情報であって、

開示することにより、当該法人の事業運営が不当に損なわれるおそれがあると認められ

る。 

 

したがって、（１）及び（２）における本件非開示部分は、条例第７条第３号アに該当す

るものと認められる。 

 

５ その他の異議申立人の主張について 

（１）異議申立人が開示を求める文書 
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    異議申立人は、本件開示請求から本件処分までの間において、実施機関は、○○○○○

○及び○○○○○○○○○○に係る建築士事務所の登録に関する更新申請の審査を行っ

ていたはずであり、その時点においては更新前、更新後の両方の申請書を保有していたの

ではないかとの疑念を呈し、それぞれの事務所について更新前と更新後の両方の文書を特

定して開示すべきであると主張している。 

（２）本件対象文書の特定の妥当性 

更新手続には一定の期間が必要であり、異議申立人が主張するように、審査期間中であ

れば、「現行の有効期間に係る建築士事務所登録申請書」と「現行の有効期間満了後の期

間に係る審査中の建築士事務所登録申請書」の両方が存在することはあり得るが、本件の

場合のような更新手続が必要な書類の場合は、通常、開示請求に当たり特段の申出がない

限り、開示請求の時点において実施機関が保有する建築士事務所登録申請書のうち直近の

建築士事務所登録申請書を対象公文書とするということが開示請求者の通常の意思であ

ると思われる。 

また、開示請求の対象となる文書は、その請求の時点において存在する文書であるのを

原則とする（この趣旨は、国の情報公開・個人情報保護審査会の平成 15年 10 月３日付け

答申第 328 号においても示されている。）。 

この考えの下に、本審査会から実施機関に確認したところ、本件開示請求がなされた平

成 18 年 11 月 26 日時点において、○○○○○○については平成 18 年 11 月○日付けで提

出された本件文書１を特定し、○○○○○○○○○○についてはその時点で更新申請がな

されていなかった（更新申請は平成 18年 12 月○日）ため平成 13年 12 月○日付けで提出

された本件文書２を特定したものであり、本件開示請求に当たり記載された公文書開示請

求書の「請求する公文書の内容」欄の文言では、実施機関の文書の特定に関して特段の問

題があったとは認められない。 

 

６ 結論 

以上の理由から、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の開催経過  

本審査会の開催経過の概要は、別紙３のとおりである。
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別紙１ 異議申立ての理由 

 

１ 条例第１条では、「この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上で、県政につい

ての県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすること

が重要であることにかんがみ、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、情報

公開の総合的な推進を図り、もって県民の理解と信頼の下に県民参加の公正で開かれた県政を

推進することを目的とする」と定めており、これは、情報公開を原則として認め、行政の透明

性を確保することにより適正な権力の執行を担保することが、条例の趣旨であると考えられる。 

 

２ 建築士の氏名、資格登録番号、登録日などの情報は、その公益性の高さから、特定の個人を

識別できる情報であっても公にする以下の諸制度が実施され、あるいは実施される予定である

ことから、これらの情報は条例第７条第２号ただし書アの「法令等の規定により又は慣行とし

て公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当し、開示すべきである。 

  千葉県情報公開審査会答申第192号、東京都情報公開審査会答申第396号などにおいて、建築

士の氏名や資格登録番号などの情報を開示すべきであるとの判断がなされている。 

（１）建築基準法第89条では、「第６条第１項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事

の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、

設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認

があつた旨の表示をしなければならない」と規定している。 

（２）建築基準法第93条の２では、「特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処

分並びに第12条第１項及び第３項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは

報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土

交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければな

らない」と規定しており、閲覧を請求できる者は限定されておらず、誰でも特定行政庁に請

求すれば、建築主、設計者、施工者、建築敷地の地名地番、建築計画の概要等の情報を得る

ことができる制度として運用されている。 

   建築計画概要書は、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第11条の４の規定に

より、別記第３号様式によるものとされ、建築計画に関わったすべての建築士の氏名と資格

登録番号を記載することが義務付けられている。資格登録番号は、資格を証明するために、

公にされているものと考えられる。 

（３）建設業法（昭和24年法律第 100号）第40条では、「建設業者は、その店舗及び建設工事の

現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表

第１の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令

で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」と規定しており、この標識には、監

理技術者の氏名及び資格登録番号も記載されている。 

   平成16年３月１日付けで国土交通省総合政策局建設業課長から各都道府県主管部局長あて

に発出された「監理技術者制度運用マニュアル」において、「建設業者は、この様式の標識
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を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受 

けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある」との判断が示されている。 

（４）建築士法第 23条の９第２号の規定により、都道府県知事は、建築士事務所の設計等の業

務に関する報告書を一般の閲覧に供しなければならない。この報告書には、建築士法第 23

条の６第２号及び建築士法施行規則第 20条の３第１項第１号の規定により、建築士事務所

に所属する建築士の氏名と資格登録番号が記載される。 

（５）建築士法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 114 号）により、建築士法第６条第

２項に「国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築

士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない」という規定が追加され、平成 20

年 11 月 28 日に施行予定である。 

 

３ 建築士事務所の業務実績には、建築士事務所の取引先情報が記載されているが、それらの 

情報は公開することにより建築士事務所の権利、競争上の地位その他事業活動上の正当な利 

益が損なわれるほどの事業上のノウハウ又は内部管理に関する情報とまではいえないと考え 

られる。宮城県情報公開審査会答申第56号も同様の判断を示している。 

 

４ 東京都知事に建築士事務所の登録申請書を開示請求したところ、東京都知事は、建築士の 

氏名及び資格登録番号並びに建築士事務所の業務実績の情報を開示している。 

  また、埼玉県知事に建築士事務所の登録申請書を開示請求したところ、埼玉県知事は、業 

務概要書について個人住宅の名称を除いてすべて開示している。 

 

５ 本件開示請求に対し、実施機関は、○○○○○○○○○○に係る更新前（平成13年に実施 

機関に提出されたもの）の建築士事務所の登録申請書及び○○○○○○に係る更新後（平成 

18年に実施機関に提出されたもの）の建築士事務所の登録申請書を開示している。 

本件開示請求から本件処分の間に、実施機関は、○○○○○○○○○○及び○○○○○○ 

の登録を更新するための審査を行っていたはずであり、○○○○○○○○○○及び○○○○ 

○○の両方につき、更新前及び更新後の申請書が存在していたのではないかとの疑念があり、

もし、そうであれば、それぞれについて、登録更新前及び登録更新後の申請書を特定して、 

開示すべきであったと思われる。 
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別紙２ 実施機関の非開示理由説明 

 

１ 本件対象文書「建築士事務所登録申請書」の目的・性格 

  建築士法では、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築

物の設計、工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所として知事

の登録を受ける必要がある旨規定している（なお、登録の有効期間は５年間となっており、更

新の登録を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに申請が必要である。）。 

  本件対象文書は、○○○○○○及び○○○○○○○○○○に係る一級建築士事務所の登録を

更新するために提出された直近の一級建築士事務所登録申請書一式である。 

 

２ 本件対象文書の記載内容 

  本件対象文書は、以下の文書（法によって定められた様式、管理建築士の建築士免許証の写

し、申請法人の定款）で構成されている。 

  ①建築士事務所登録申請書 

  ②業務概要書（過去５年間に設計を手掛けた建築物等の情報） 

  ③所属建築士名簿（所属建築士の氏名等） 

  ④略歴書（開設者及び管理建築士の略歴） 

  ⑤誓約書（登録申請者が破産者等でないことを誓約する文書） 

  ⑥管理建築士の建築士免許証の写し 

  ⑦定款の写し 

 

３ 建築士事務所登録簿の閲覧制度 

  建築士法では建築士事務所登録簿の閲覧制度を定め、登録簿は一般の閲覧に供されており、

その登録事項は以下のとおりである。 

  ①建築士事務所の名称及び所在地 

  ②一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 

  ③登録申請者の氏名（法人の場合は、名称及び役員の氏名） 

  ④管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 

  ⑤登録年月日、登録番号 

 

４ 非開示の理由 

  上記３の閲覧制度により一般の閲覧に供されている事項については開示し、それ以外の事項

については、条例の規定に照らし、開示、非開示の判断を行った。 

（１）耐震偽装物件の公表に関する国の考え方 

本件開示請求の対象となった○○○○○○○○○○及び○○○○○○は、構造計算に不備

があると民間の指定確認検査機関から指摘された○○県のマンションの元請設計者及びそ

の構造設計者である。 
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当時の新聞等（平成 18 年○月○日付け夕刊が最初）で構造計算に不備があると報道され

た○○県のマンションに関連し、平成18年○月○日開催の衆議院国土交通委員会において、

委員から「○○○○○○○○○○」、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」な

ど実名を挙げて質疑が行われていた。 

衆議院事務局によれば、委員会の議事録は、通常３日、遅くても４日後には、ホームペー

ジにおいて公開しているとのことであり、また、同日、国立国会図書館のホームページでも

公開されるとのことであり、上記委員会の質疑の内容は、遅くても○月○日には国民誰もが

閲覧が可能な状態となっていた。 

また、上記議事録は、委員会終了後、約 10 日後に、印刷物としても国会図書館で閲覧に

供されている。 

以上のような状況に鑑みると、遅くても本件開示決定を行った平成 19 年１月９日時点で

は、本件開示請求の対象となった○○○○○○○○○○及び○○○○○○は、構造計算に不

備があると指摘された建築物の元請設計者及びその構造設計者であるということについて、

誰もが知りうる状態にあったといえ、「耐震偽装問題が疑われている建築士事務所」であっ

た。 

   国土交通省では、建築士による耐震偽装問題に係る該当建築物の公表については、各都道

府県に対し技術的助言を発出し、周囲の安全の確保等公表することの公益性と風評被害など

所有者の財産権の保護等を比較考量し、違反行為を把握、確認した場合に限り、建築物件名

等事実関係を公表することとした。 

   富山県内には、○○○○○○が設計に関与した建築物が171物件あったが、これらについ

て県内各特定行政庁が構造計算書の偽装や誤りの有無及び耐震性の調査を行った結果、耐震

性に問題がある物件はなかった。このため、富山県では、調査の前後を通じ現在に至るまで、

上記国土交通省の技術的助言に従い、○○○○○○が設計に関与した建築物の名称等は一切

公表していない。国土交通省においても、違反事実の確認された建築物のみホームページで

公表している。 

   今回、本件異議申立てが認められることとなれば、国及び県のこうした方針が実質的に尻

抜けとなり、風評被害から財産権を保護することが果たせなくなる。 

（２）条例第７条第２号ただし書アに規定する法令 

   条例第７条第２号ただし書アに規定する法令は、本件開示請求のあった時点において効力

を持つ法令（現に施行されている法令）を意味するが、本件開示請求時点においては、建築

士法第23条の９第２号及び同法第６条第２項の規定は施行されておらず、本件非開示部分を

開示する根拠とはならない（請求当時、適法に非開示としたものについて、その後の法令改

正により遡及して開示するのは不適切である。）。 

（３）建築基準法による建築計画概要書の閲覧制度と情報公開条例に基づく公文書開示制度 

   建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物（違反建物）を購

入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こりうる

周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書（建築計画の概略（建

築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名等を含む。）が記載された図書）等の閲覧制
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度が定められている。 

本件対象文書のうち、上記２②の業務概要書に記録されている注文者並びに建築物の名称

及び用途は建築計画概要書に記録されている情報ではあるが、特定の建築士事務所が設計に

関与した建築物の注文者、名称等の名簿は、建築計画概要書の閲覧制度にはないキーワード

で名寄せされた特殊な名簿であり、その名寄せキーワードが本件のように社会的にマイナス

の評価を受けるものである場合、そうしたキーワードとともに開示すれば、風評被害等不測

の不利益を被らせるおそれがあることから、開示することはできない。 

 

５ 本件対象文書の特定 

  本件開示請求があった時点では、○○○○○○○○○○の平成14年１月○日付け一級建築士

事務所の登録に係る更新の登録申請書は提出されておらず、その時点で保有している直近の登

録申請書について開示決定を行ったものである。 
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別紙３ 審査会の開催経過の概要 

 

年  月  日 内         容 

平成１９年 ３月２２日 

 

諮問書を受理  

平成２０年 ４月１４日 

 

実施機関に非開示理由説明書の提出を依頼 

平成２０年 ５月 ２日 

 

非開示理由説明書を受理 

 

平成２０年 ５月 ９日 異議申立人に非開示理由説明書を送付するとともに、これに

対する意見書の提出を依頼 

平成２０年 ６月 ３日 

（第５６回審査会） 

審議 

平成２０年 ６月２０日 

 

異議申立人から意見書を受理 

平成２０年 ７月 ８日 

（第５７回審査会） 

実施機関から非開示理由説明を聴取 

審議 

平成２０年 ８月１１日 

（第５８回審査会） 

審議 

平成２０年 ９月 ８日 

（第５９回審査会） 

審議及び答申 
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富山県情報公開審査会委員名簿 

 

（五十音順） 

氏    名 現  職  等 備     考 

岩 田 繁 子 富山県婦人会会長  

大 坪   健 弁護士 会長職務代理 

小 室   修 富山県商工会議所連合会常任理事  

三 賀 孝 治 北日本新聞社論説委員長  

八 木 保 夫 富山大学経済学部教授 会  長 

米 田 育 代 富山県労働委員会委員  

 

 


